


　東京たま広域資源循環組合では、日の出町の皆さまのご理解・ご
協力を得ながら、二ツ塚処分場において東京都多摩地域25市1町約
414万人から出されるごみの最終処分を、各種法令や地元との公害
防止協定を順守しつつ、安全かつ適正に行っております。処分場の
受入れにつきまして、改めて日の出町の皆さまに感謝申し上げます。
当組合は、組織団体の住民、事業者の皆さまのご協力のもと、「循環
型社会」の形成へ向け取り組んでまいりました。その中の一つ「ご
み減量化」への取組が実を結び、平成30年度からこれまで不燃ごみ
の埋立てがゼロとなるなど、多摩地域のリサイクル率を全国トップ
クラスへと押し上げています。

　また、埋立てが終了した谷戸沢処分場においては、自然再生エリアを設定し適切な維持管
理を行ったことで、国蝶オオムラサキの生息やフクロウの営巣を確認するなど「里山的自然
環境の再生」が順調に進んでいます。併せて第2期埋立エリアでは、再生可能エネルギー及
び処分場の有効活用のため、発電規模約2メガワット、一般家庭約500世帯分の年間発電量
を賄うことができる多摩地域最大級の太陽光発電施設を平成29年10月より運営しています。
　この環境報告書2022では、令和3（2021）年度に循環組合が行った環境保全・安全の取
組を紹介しております。この取組を通じて、多くの皆さまからのご協力やご意見を頂ければ
幸いに存じます。
　今後とも当組合は、25市1町の連携のもとで、環境保全の取組をより一層進めるとともに、
多摩地域の循環型社会実現へ向けた取組を行ってまいります。
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5.組合の組織

　多摩地域25市1町の一般廃棄物最終処分のため、
東京都日の出町にある二ツ塚処分場・谷戸沢処分
場及びエコセメント化施設の設置・管理運営を行っ
ています。

▶管理者からのメッセージ

▶事業概要

　東京たま広域資源循環組合は、組合議会、理事
会、管理者及び事務局等から構成されます。



1．地域住民の健康で安全な生活を確保し、さらには地球環境を保全するため、環境に関する法令や
協定等を遵守して環境汚染を防止していきます。

2．庁舎、ごみの埋立て及びエコセメントの製造に伴う各事業活動において、省資源・省エネルギー
を推進し、温室効果ガスの排出を抑えることで、地球温暖化の防止に努めます。

3．ごみ（一般廃棄物）の排出抑制を推進するとともに、ごみ焼却灰を埋め立てずにエコセメントの原
料として再資源化する取組を進め、貴重な最終処分場を効率的に使用します。

4．最終処分場内において、動植物や水辺環境の保全・創出を進め、住民が自然と触れ合い、親しむ
ことのできる環境を確保します。

5．循環型社会の実現に向けて、住民に見学会など広く環境学習の場を提供し、ごみ問題の解決への
意識を啓発していきます。

6．環境方針やそれに基づく取組・実績、環境データなど、組合が保有する環境に関する情報を、積
極的に公表します。

　私たちがよりよい環境を次世代に引き継いでいくためには、今後一層、ごみの発生抑制・再使用・
リサイクルを進めるとともに、それでもなお残るごみについては適正に処理しごみによる環境への負荷
を低減していくことが重要です。
　人口約400万人を擁する東京多摩地域では、リサイクル先進地域としてこれまでもごみ減量の取組が
行われてきましたが、今後とも、二ツ塚処分場を一日でも長く利用できるよう廃棄物の減容（量）化
を着実に進めていくことが必要です。
　循環組合は、エコセメント事業を通じて多摩地域の一般廃棄物のリサイクルをさらに進めるとともに、
埋立処分量削減の促進、周辺環境に配慮した埋立処分事業を進めていきます。事業に当たっては、次
の基本方針に基づき、周辺環境への汚染の防止や環境への負荷の低減などを進めていきます。

構成としては、私たちの事業内容を紹介するとともに、環境保全へ
向けた様々な取組や安全への取組を報告しています。

　。

令和3年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）
※一部、令和4年度の内容も含んでいます

令和3年5月1日

循環組合 検 索 https://www.tama-junkankumiai.com/

▶環境方針

▶編集方針
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　東京たま広域資源循環組合では、ごみの最終処分場を法令や地元
との協定等に従い適切に管理運営を行っています。現在、ごみの
搬入を行っている二ツ塚処分場は、国内最高水準の設備・システム
を備え、徹底した安全管理を行っています。また、動植物が生息
しやすい環境の保全・創出にも取り組んでいます。

埋立処分されている不燃ごみは年々減少しており、平成30年度以降は、
埋立処分を実施しておりません。エコセメント事業を含め、廃棄物減容
（量）化基本計画が着実に進められた成果です。

搬入時間は平日午前9時～午後4時
(12月1日から2月末までは午前9時～
午後3時30分)。強風の日はごみの飛
散を防ぐため、不燃ごみの搬入を中
止します。

焼却灰

「ごみの受入れから処分まで」

　皆さんの家庭などから出されたごみは、まず清掃工場で処理されます。
可燃ごみは焼却され、不燃ごみは細かく破砕されます。この処理を中間処
理といいます。
　中間処理後に出てくる焼却灰や破砕された不燃ごみを、東京たま広域資
源循環組合では最終処分しています。焼却灰はエコセメントにリサイクル処
理し、破砕した不燃ごみは埋立処分によって安定化・無害化します。

ごみの
受入れから
処分まで

中間処理後のごみの搬入量
（単位：t /年）

災害廃棄物
新型コロナ
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トラックごとに不燃ごみまた
は灰の重さを量り、清掃工場
からの搬入情報データと照ら
し合わせます。

焼
却
灰

●不燃ごみを降ろす 降ろされた不燃ごみを検査する
埋立てする前に不燃ごみを検査し、埋立て
できないもの（乾電池など）があった場合、
それを除去し、搬入団体へ返却します。

不燃ごみが飛散しないよう、水をかけながら
作業します。

不燃ごみの飛散を防ぐため、その日のうち
に土をかぶせます。土は、この処分場を造っ
たときに出たものを再利用しています。

●ごみの重さを量る

平成30年度（2018年度）以降は、
不燃ごみ埋立処分を実施していません。



　エコセメントは、エコロジーの“エコ”と“セ
メント”を合わせて名づけられ、日本産業規
格（JIS）に定められた土木建築資材です。
エコセメントは、普通ポルトランドセメントと
同等の品質をもっており、主にコンクリート
製品等に使われています。

焼却灰を受け入れます。
焼却灰を乾燥、粉砕して石灰等の副資材
を混ぜます。

焼却灰

　循環組合では、処分場を長く
使っていくために、平成18年度
から焼却灰を埋め立てず、その
全量をエコセメントにリサイクル
しています。
　この事業により、埋立対象物
は不燃ごみのみとなり、埋立量
が減少し、二ツ塚処分場の使用
期間を大幅に延長することがで
きました。

前処理及び焼成時に発生するガスは
排ガス処理をして煙突から排出され
ます。（※焼成で発生した排ガスは、
200℃以下に急冷することでダイオキ
シン類の再合成を防ぎます。また、ば
い煙はバグフィルター等の公害防止
設備により取り除かれます。)

エコセメント化施設

キルン内では1350℃以上の高温で
焼き、ダイオキシン類を分解し、クリ
ンカ（塊）をつくります
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　毎年約100件程の各種団体の視察・見学
を受け入れておりましたが、令和3年度は新
型コロナウイルスの影響を受け、実施を見合
わせる状況もありました。
　令和3年度は組織団体の職員視察や小学
校の社会科見学などの受入れを行い、実施
件数は29件となりました。

排ガス処理中にフィルター等でろ過
された重金属を安全に回収します。

　「東京たまエコセメント」を100%使用して
いる製品を「東京たまエコセメント製品」と
して認証し、循環型社会の構築に役立ててい
ます。都内など20事業者24工場で認証され
ています（令和4年4月現在）。製品は各自治
体の公共工事などに利用されています。

●視察の受入れ

クリンカに石こう等を
加え粉砕するとエコセメ
ントになります。



ヒバリ

フクロウ

カワセミ

カイツブリの親子

万全な管理を実施し、再生した自然環境を保全

　谷戸沢処分場は、平成10年に埋立てを終了しました。以降、廃棄物処分場としての廃止に
向け、適切な管理を続けています。また、里山的自然環境の再生を進めるため、清流復活用
貯水池や、ビオトープの設置など、生態系を豊かにする努力も行っています。
こうした努力の結果、処分場内の草原エリアではサシバやヒバリなどが見られ、水辺ゾーン
にはカワセミやカイツブリが訪れ、森林エリアではフクロウが営巣しています。また、日の
出町の天然記念物であるトウキョウサンショウウオの産卵や、国蝶であるオオムラサキの飛
翔が見られるなど、豊かな里山の生態系が再生しています。
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「埋立てが終了した処分場の適正管理」



清流復活用貯水池の設置

　処分場下流側の谷戸川に生息しているホタルを保全するため、冬季に河川の水が枯
れないよう、平成11年に清流復活用貯水池を設置しました。

国蝶オオムラサキの保全

　谷戸沢処分場では、国蝶オオムラサキが生息してい
ることが確認されています。オオムラサキの幼虫は、
エノキの葉を食べ成長し、冬になると根元の落ち葉で
冬を越します。
　落ち葉が風で飛ばされないよう、処分場内にあるエ
ノキの根元に保護柵を設置するなど、オオムラサキが
育ちやすい環境を整えています。

トウキョウサンショウウオの保全

トウキョウサンショウウオは、国の絶滅危惧種（絶滅
危惧Ⅱ類）に、また、日の出町の天然記念物に指定され
ています。谷戸沢処分場では、産卵池の整備を行い、ト
ウキョウサンショウウオの保全を行っています。 湿地ビオトープの設置

　平成16年には、清流復活用貯水池の一部に常時水
の溜まった状態の浅瀬（湿地ビオトープ）を設置し、
モリアオガエル（日の出町の天然記念物）やトンボな
どの水生生物が生息しやすい環境を整えました。

産卵池の整備

ゲンジボタル

清流復活用貯水池

湿地ビオトープ

モリアオガエル

オオムラサキ

オオムラサキの幼虫の保全（エノキの根元に設置した保護柵）
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　安全性とともに大切なことは、廃棄物そのものを減
らす取組です。これは、処分場の使用年数の延伸にも
つながります。
　循環組合では6次にわたる廃棄物減用（量）化基本
計画を策定・運用し、「資源循環」という考え方で廃棄
物の減容（量）化を推進しています。

　ごみにふれた雨水（浸出水）は、水処理施設で処理し
た後、公共下水道へ放流しています。令和3年度も調
査結果に問題はありませんでした。

　下水道放流水の水質は、下水排除基準（BOD・SS
は300mg/L、全窒素は120mg/L）を順守し、低い値
で推移しています（下図）。

　搬入された不燃ごみは、その日のうちに土をかぶせ
ます。埋立時には風速を測定し、風が強い場合はごみ
の搬入を中止して、ごみが飛散しないように十分な
配慮をしています。

　日の出町及び地元自治会の立会いのもと、搬入さ
れた不燃ごみを検査します（写真）。

（令和3年度）

（1）安全な埋立て

　また、循環組合では、搬入廃棄物の性状の適正化に
ついて、搬入団体とのコミュニケーションを十分に行っ
ています。

　循環組合では、廃棄物を安全に埋め立て、ごみに
ふれた雨水(浸出水)をきれいにして公共下水道へ放流
しています。廃棄物のうち、清掃工場から搬入される
焼却灰は、埋め立てずに安全で良質なエコセメントに
リサイクルしています。
　法の順守はもちろん、日の出町及び地元自治会とさ
らに高い水準の公害防止協定を結び、これらを順守し
て様々な環境配慮を行っています。

　平成18年7月からエコセメント化施設が本稼働し
たことにより、今まで埋め立てていた焼却灰は、エ
コセメントとしてリサイクルしています。
　このため、埋立対象物は不燃ごみのみになり、埋
立量は大幅に減少しました。さらに、平成３０年度
以降は不燃ごみも埋立処分を実施していません。廃
棄物の減容（量）化を推進したことにより、埋立進捗
率は44.7％に留まっています。（下図）
　循環組合では、今後とも「極力ごみを出さない」と
いうことが最も重要なことと位置付け、組織団体（自
治体）や地域の住民、関係者への呼びかけを継続し、
ごみの減容（量）化に努めていきます。

▼
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境
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　二ツ塚処分場は、残り55.3%（令和4年3月現在）
で埋立てが終了します。限りある埋立処分場を長く
使うことができるよう、搬入団体及び住民の皆さま
からご協力をいただいております。
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＊埋立の進捗率は、ごみだけの数値を利用しています。

1-1. 安全な廃棄物（不燃ごみ）の埋立てと排水処理
　　（二ツ塚処分場）
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　埋立地で使用した車両については、車両に付着し
た土などが外に持ち出されないよう、洗車を実施し
ています。

　埋立てや水処理のほか、周辺環境の管理も重要です。
　処分場に出入りする車両や使用する道路、水路の管
理にも十分な注意を払っています。

　焼却灰をエコセメントにリサイクルするためには、
灰を乾燥、粉砕したり、1,350℃以上の高温で焼成する
など、多くの工程が必要になります。
　各工程では、環境への負荷を抑え、安全な処理を実
施しています。

　埋立てを終了して自然環境が回復した谷戸沢処分場
は、安全な施設管理を実施しています。

から

いただき、令和3年度も調査結果
に問題はありませんでした。

●水処理施設の水質データ（令和3年度）
　下水道放流水の水質は、下水排除基準（BOD・SS
は300mg/L、全窒素は120mg/L）を順守し、低い値
で推移しています（下図）。

　二ツ塚処分場内の道路や外周水路に汚れが溜まら
ないように清掃を行うとともに、処分場施設を安全
に稼働させるため点検しています。

　火災による処分場施設の被害を最小限に抑えるた
めに消防訓練を実施しています。

●二ツ塚処分場内の道路と水路の清掃・点検

　焼却灰の受入れは建屋内で行い、室内の空気は吸引・脱
臭処理しているので、施設の外へ漏れることはありません。

●埋立地の自然回復
　谷戸沢処分場では周辺環境への影響を確認するた
め、埋立開始以前から40年以上にわたり、場内及び
周辺における動植物の調査を継続しています。
　また、埋立地内にススキ野原や水辺環境を整えたこ
とで、里山的な自然環境が再生し、その保全に取り組ん
でいます。

里山の自然環境を代表する動植物が確認されている谷戸沢処分場

埋立地で使用した車両の全車洗車の徹底

公害防止協定等

処分場からの排水は、水処理施設で処理した後、

　また、法や公害防止協定等に基づく環境モニタリング
調査を定期的に行っています。



これらの対策により、令和3年度のエネルギー起源
温室効果ガス排出量は、約63,000t（基準排出量は
77,269t・CO2/年）でした。

（3）太陽光発電施設における温暖化対策
　太陽光発電は、ソーラーパネルを用いて太陽の光
を直接電気に変換する発電方式です。発電の際に、
地球温暖化の原因となる温室効果ガス(二酸化炭素な
ど)を排出しないエネルギーです。
　当施設は、敷地面積27,000m²、ソーラーパネル
7,200枚で、年間の発電量は約2メガワットです。
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年度

平成3
0年度

平成2
9年度

　地球温暖化は、現代社会における最大の課題の
一つです。
　循環組合では、廃棄物の最終処分やエコセメント
事業において、できる限り温室効果ガスの発生を抑
える取組を実施しています。

■水処理で使用した電力量の推移

■二ツ塚処分場（エコセメント化施設を含む）
　温室効果ガス排出量の推移

▼
環
境
へ
の
取
組

2．地球温暖化の防止

エネルギー起源二酸化炭素（電力の消費や燃料の重油等から発生するもの）
非エネルギー起源二酸化炭素（副資材となる石灰石等から発生するもの）

　二ツ塚、谷戸沢処分場では、水処理で大きな電力を
使います。循環組合では、適切な水処理を実施しなが
ら、必要最低限のエネルギーの使用に留めるよう努力
しています。
令和3年度の電力使用量は1,278MWhでした。降
雨により浸出水量は変化しますので、これが原因で
電力量は変動します。1m3の排水処理を行うのに
必要な電力量は5.5kWhでした。

石灰石粉の一部を、焼成時
に二酸化炭素を発生しない生石灰に転換しています。

谷戸沢処分場 太陽光発電施設

0

20000

40000

60000

80000

100000

令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度平成29年度

28,600

61,595

28,400

63,113

30,062

62,176

30,345

63,838

24,600

63,212

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1,182

1,073

1,2781,3041,319

4.6

4.5 3.5

4.4
5.5



（1）環境データの公表
　円滑な処分場運営には、周辺住民の方々や関係者
の方々のご理解とご協力が不可欠です。循環組合では、
定期的に日の出町役場や住民の方々に環境データなど
について積極的に説明をしています。また、同様にホー
ムページには環境データを公表し、広く閲覧ができるよ
うにしています。

（2）見学会の充実
　ごみ処理の実情を少しでも多くの方々に知っていただ
くため、見学会の充実を図っており、夏休み処分場見学
会、秋の谷戸沢処分場自然観察会などを通じて多くの
方にご来場いただいています。（※令和3年度は新型コ
ロナウイルスの影響を受け、１２月に紅葉の谷戸沢処分
場自然観察会のみを実施いたしました。）
なお、社会科見学等の一般の見学については、
令和3年度は、29件1,069人の見学者を受け入れまし
た。二ツ塚処分場を整備してからの累計見学者数は、
91,658人となりました。

（3）国蝶オオムラサキ放蝶会・見学会
　毎年６月にはオオムラサキの放蝶会及び見学会を開
催し、日の出町の小学校の皆さんや一般の方々に参加
いただき、オオムラサキの放蝶のほか、谷戸沢処分場内
の里山的自然環境の再生と保全状況を見学していただ
いています。（※令和3年度は新型コロナウイルスの影響
を受け、放蝶会および見学会は中止といたしました。）

　循環組合の様々な情報をホームページや広報誌『た
まエコニュース』でお知らせしています。

1.地域とのコミュニケーション

夏休み処分場見学会（エコセメント化施設）

紅葉の谷戸沢処分場自然観察会 たまエコニュース

国蝶オオムラサキ放蝶会

国蝶オオムラサキ見学会での放蝶

　循環組合では、廃棄物の処理や環境保全について
地域の皆さまによりよく理解していただくよう努めて
います。また、大切な情報については積極的に広く
公表しています。
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3．環境コミュニケーション



水処理施設での安全パトロールの様子

▼
安
全
へ
の
取
組

1．循環組合の安全への取組

廃棄物処理施設は他の業種に比較すると、事故の発生が多いと言われています。循環組合では、
廃棄物の処理を行う施設で作業に携わる関係者の安全に十分な対策を行っています。

1．施設内の安全パトロールの実施
　循環組合では、安全衛生委員会を設置し、労働災
害や事故等を未然に防止するための取組を実施して
います。具体的な活動の一例として、全国安全週間
及び全国労働衛生週間の時期に合わせ、委員による
安全パトロールを施設内の受託事業者等に対して実
施しています。安全パトロールでは、様々な視点か
ら現場では見落としがちな安全対策等の確認を行
い、良かった点や改善点等を事業者と共有すること
により、安全管理の徹底を図っています。

2．安全運転講習会の開催
　処分場に廃棄物を搬入する車両の運転手を対象
に、五日市警察署に講師派遣を依頼し、安全運転講
習会を毎年開催しています。
　この講習会の中では、アイドリングストップに関す
る内容など、環境に対する配慮も十分行っています。
　令和3年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止
対策として、リモートによる参加も可能とし、会場
を分散して実施しました。
受講者数：81名

3．新型コロナウイルス感染拡大防止対策
　循環組合では新型コロナウイルス感染拡大防止
対策のため、リモート会議の充実や職員の在宅勤務
の体制を整えるなど、労働衛生環境についても対策
を進めています。

リモート会議

搬入車両の運転手講習会

　また、エコセメント化施設に材料を搬入する運転
手を対象に、安全運転講習会を毎年2回開催してい
ます。
　令和3年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止
対策として、対象者を新規入場者（未受講者）に限
定して、2回実施しました。
受講者数：19名



令和3年度から令和7年度（2025年度）までの5年間

不燃残さ：搬入ゼロを継続
焼却残さ：令和 7 年度の搬入量を 74,700t 以下

に減容（量）

　一般廃棄物の最終処分について、本計画の目的
は次のとおりとする。
໐二ツ塚基本協定等を踏まえ、組織団体は廃棄物
の減容（量）化を継続する

໐埋立ゼロの継続により二ツ塚処分場を可能な
限り長期利用していく

໐エコセメント事業をはじめとした多摩地域の資源
循環型社会の実現に向けた取組を継続する

໐負担金計算方法の見直し
໐不燃残さの搬入配分量、超過金・貢献金制度の
見直し

〇乾燥灰の搬入に係る仕組みの設定

　循環組合は、都民の健康と安全を確保する環境
に関する条例（環境確保条例）に規定する、大規模
事業所に対する温室効果ガス総量削減義務と排
出量取引制度の対象事業者（指定地球温暖化対策
事業者）になっています。
　当組合は、大規模な温室効果ガス排出事業者の
責務として、地球温暖化対策を推進し、総量削減
義務を着実に履行してまいります。

計画の概要
（1）対象施設
　前年度の燃料、熱、電気の使用量が、原油換算で
年間1,500kL以上の事業所が制度対象事業所となり
ます。
　当組合では、二ツ塚処分場内のエコセメント化施
設及び当該施設とエネルギー供給事業者からの受電
点が同一の施設が、総量削減義務の対象になってい
ます。

（2）計画期間
　環境確保条例上、計画期間は平成22年度を開始年
度とする5年ごとの各期間※とされています。

　当組合では、この計画期間に基づき、地球温暖化
対策の進捗状況を確認しています。

※第一、第二計画期間  平成22年度から令和元年
度まで
　第三計画期間  令和2年度から令和6年度まで

（3）削減目標
　基準排出量（第二計画期間以降）は77,269t-CO2/年
です。
　第二計画期間においては、削減義務率15%のとこ
ろ、約20%の削減を達成しました。
　第三計画期間（令和2年度から令和6年度まで）に
おいては、削減義務率は25%です。

　これまでの減容（量）化の取組の検証を行うととも
に、複数の中間処理施設における更新・機能変更な
どの状況の変化や循環組合に求められる社会ニーズ
等も踏まえ、令和2年10月に「第6次廃棄物減容（量）
化基本計画」を策定しました。令和3年度からは、こ
の計画を基に、廃棄物の減容（量）化を進めています。

3. 主要課題と対応




